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令和６年度施行の改正労基法関係法令
（36協定の取扱い、医師の研鑽の取扱い等について）



１ 令和6年度施行の
改正労基法関係法令

（１）36協定の取扱い
（２）医師の研鑽の取扱い
（３）改正労基則第５条など
（４）その他（宿日直許可申請等）



（1）36協定の取扱い

労働時間は労働基準法によって上限が定められており、 労使の合意に基づく所定の手続きをとらなければ、 これを延長す

ることはできません。

労働時間 ・ 休日に関する原則

法律で定められた労働時間の限度

１日８時間 及び １週40時間

これを超えるには、

法律で定められた休日 36協定の締結・届出が必要です。
毎週少なくとも１回

・労働基準法では、労働時間は原則として、 １日８時間・１週40時間以内とされています。これを「法定労働時間」といいます。また、休日は
原則として、毎週少なくとも１回与えることとされています（ここでは、「法定休日」といいます。）。

・法定労働時間を超えて労働者に時間外労働をさせる場合や法定休日 に労働させる場合には、
▽ 労働基準法第36条に基づく労使協定（36（サブロク）協定）の締結
▽ 所轄労働基準監督署長への届出

が必要です。

３６協定では、 「時間外労働を行う業務の種類」 や 「時間外労働の上限」 などを決めなければなりません。

大企業の上限規制は2019年4月から、 中小企業の上限規制は2020年4月から既に導入されています。医師については、2024年4月1日から上限規制が適用されます。
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特 定 医 師 の 範 囲
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• 医師の時間外労働の上限規制は、特定医師に適用される。

• 特定医師とは、病院もしくは診療所で勤務する医師（医療を受けるものに対する診療を直接の目的とする業務を行わな
い者を除く。）または介護老人保健施設もしくは介護医療院において勤務する医師を指す。

労 働 者

・歯科医師
・ 獣医師

「医業に従事する医師」
（適用猶予の対象）

・ 血液セン ター等の勤務医
・ 産業医
・ 大学病院の裁量労働制適用医師

「特定医師」
（医師の上限規制の対象）

・ 病院等で診療を行 う勤務医
・診療も行っている産業医

平成 3 1年４月（大企業）／令和２年４月（中小企業）
一般労働者の時間外労働の上限規制が適用済み
⇒年 7 2 0時間、単月 1 0 0時間未満、複数月平均8 0時間以内

令和６年４月
一般労働者の時間外労働の上限規制が適用
⇒年 7 2 0時間、単月 1 0 0時間未満、
複数月平均8 0時間以内 など

令和６年４月
医師の時間外労働の上限規制が適用

（1）36協定の取扱い



医療機関は、所属医師について
上記A、連携B、B、C-1、C-2の
各水準の指定を受けることにより、
適用される時間外労働の上限値
が異なる。

施行期日:令和6年(2024）年4月1日

A
連携B

B
C-1
C-2

時間外労働の上限規制

（1）36協定の取扱い



医 師 の 時 間 外 労 働 の 上 限 規 制 （ 概 要 ）
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• 時間外労働の上限規制には、36協定を締結する際の上限（事業場単位の上限）である「特別延長時間の上限」と、

特定医師個人に対する上限である「時間外・休日労働時間の上限」という２種類の上限がある。

• 医師の時間外労働の上限規制には、原則のＡ水準と、適用にあたり都道府県知事の指定が必要な特例水準がある。

時間外・休日労働時間の上限
（個人単位の上限）

特別延長時間の上限
（事業場単位の上限）

医療機関に適用される水準

月100時間未満／年960時間月100時間未満／年960時間Ａ水準原則

月100時間未満／年1,860時間月100時間未満／年960時間

連携Ｂ水準
（医師派遣を行う病院）

⇒自院での時間外・休日労働は年
960時間であるが、副業・兼業を
した場合、年1,860時間まで時間
外・休日労働させることができる特例水準

⇒対象者の名簿
を作成 月100時間未満／年1,860時間月100時間未満／年1,860時間Ｂ水準

（救急医療等）

月100時間未満／年1,860時間月100時間未満／年1,860時間
Ｃ水準
（臨床・専門研修）
（高度医療の修得研修）

※月100時間未満の上限については、面接指導による例外あり

（1）36協定の取扱い
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（1）36協定の取扱い



１ 制度概要 労働時間とは

労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の明示又は
黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たる。

労働時間 診察時間、手術時間等

拘束時間
・当直勤務 （労働時間の規制を受けるもの、 適用除外のもの）

・研鑽 （労働時間に該当するもの、 該当しないもの）

労働時間以外 休憩時間等

（2）医師の研鑽の取扱い



労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン

（平成29年１月20日策定）

○ 労働時間とは、 使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、 使用者の明示又は黙示の指示により労働
者が業務に従事する時間は労働時間に当たる。 そのため、 次のアからウのような時間は、 労働時間として扱わなければ
ならない。

ア 使用者の指示により、 就業を命じられた業務に必要な準備行為（着用を義務付けられた所定の服装への着替え
等）や業務終了後の業務に関連した後始末（清掃等）を事業場内において行った時間

イ 使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており、 労働から離れることが保障されて

いない状態で待機等している時間 （いわゆる「手待時間」）

ウ 参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により業務に必要な学習等

を行っていた時間

○ ただし、これら以外の時間についても、使用者の指揮命令下に置かれていると評価される時間については労働時間

として取り扱うこと。

○ なお、 労働時間に該当するか否かは、 労働契約、 就業規則、 労働協約等の定めのいかんによらず、 労働者の行為
が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものである。また、 客観的に
見て使用者の指揮命令下に置かれていると評価されるかどうかは、 労働者の行為が使用者から義務づけられ、 又はこれ
を余儀なくされていた等の状況の有無等から、 個別具体的に判断されるものである。
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1 制度概要 労働時間の判断基準について（2）医師の研鑽の取扱い
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（2）医師の研鑽の取扱い

１ 所定労働時間内の研鑽の取扱い
所定労働時間内において、医師が、使用者に指示された勤務場所（院内
等）において研鑽を行う場合については、当該研鑽に係る時間は、当然に
労働時間となる。

２ 所定労働時間外の研鑽の取扱い
所定労働時間外に行う医師の研鑽は、診療等の本来業務と直接の関連
性なく、かつ、業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者（以下
「上司」という。）の明示・黙示の指示によらずに行われる限り、在院して行
う場合であっても、一般的に労働時間に該当しない。
他方、当該研鑽が、上司の明示・黙示の指示により行われるものである
場合には、これが所定労働時間外に行われるものであっても、又は診療
等の本来業務との直接の関連性なく行われるものであっても、一般的に
労働時間に該当するものである。

所定労働時間外において医師が行う研鑽については、在院して行われ
るものであっても、上司の明示・黙示の指示によらずに自発的に行われる
ものも少なくないと考えられる。

医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方 ※R1基発0701第9号



医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方

⑴ 一般診療における新たな知識、技能の習得のための学習
ア 研鑽の具体的内容

例えば、診療ガイドラインについての勉強、新しい治療法や新薬につい
ての勉強、自らが術者等である手術や処置等についての予習や振り返り、
シミュレーターを用いた手技の練習等が考えられる。

イ 研鑽の労働時間該当性

業務上必須ではない行為を、自由な意思に基づき、所定労働時間外に、
自ら申し出て、上司の明示・黙示による指示なく行う時間につい ては、在
院して行う場合であっても、一般的に労働時間に該当しないと考えられる。

ただし、診療の準備又は診療に伴う後処理として不可欠なものは、 労
働時間に該当する。
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医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方

⑵ 博士の学位を取得するための研究及び論文作成や、専門医
を取得する ための症例研究や論文作成
ア研鑽の具体的内容

例えば、学会や外部の勉強会への参加・発表準備、院内勉強会への参
加・発表準備、本来業務とは区別された臨床研究に係る診療データの整理・
症例報告の作成・論文執筆、大学院の受験勉強、専門医の取得や更新に係
る症例報告作成・講習会受講等が考えられる。

イ研鑽の労働時間該当性

上司や先輩である医師から論文作成等を奨励されている等の事情があっ
ても、業務上必須ではない行為を、自由な意思に基づき、所定労働時間外に、
自ら申し出て、上司の明示・黙示による指示なく行う時間については、在院し
て行う場合であっても、一般的に労働時間に該当しないと考えられる。

ただし、研鑽の不実施について就業規則上の制裁等の不利益が課されて
いるため、その実施を余儀なくされている場合や、研鑽が業務上必須である
場合、業務上必須でなくとも上司が明示・黙示の指示をして行わせる場合は、
当該研鑽が行われる時間については労働時間に該当する。
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医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方

上司や先輩である医師から奨励されている等の事情があっても、自由な
意思に基づき研鑽が行われていると考えられる例としては、次のようなもの
が考えられる。

・勤務先の医療機関が主催する勉強会であるが、自由参加である

・学会等への参加・発表や論文投稿が勤務先の医療機関に割り当てら
れているが、医師個人への割当はない

・研究を本来業務とはしない医師が、院内の臨床データ等を利用し、院
内で研究活動を行っているが、当該研究活動は、上司に命じられてお

らず、自主的に行っている
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医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方

⑶ 手技を向上させるための手術の見学
ア 研鑽の具体的内容

例えば、手術・処置等の見学の機会の確保や症例経験を蓄積するために、
所定労働時間外に、見学（見学の延長上で診療（診療の補助を含む。下記
イにおいて同じ。）を行う場合を含む。）を行うこと等が考えられる。

イ 研鑽の労働時間該当性

上司や先輩である医師から奨励されている等の事情があったとしても、業
務上必須ではない見学を、自由な意思に基づき、所定労働時間外に、自ら
申し出て、上司の明示・黙示による指示なく行う場合、当該見学やそのため
の待機時間については、在院して行う場合であっても、一般的に労働時間
に該当しないと考えられる。

ただし、見学中に診療を行った場合については、当該診療を行った時間
は、労働時間に該当すると考えられ、また、見学中に診療を行うことが慣習
化、常態化している場合については、見学の時間全てが労働時間に該当
する。
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医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方

３ 事業場における研鑽の労働時間該当性を明確化するための
手続及び環境の整備

⑴ 医師の研鑽の労働時間該当性を明確化するための手続
医師の研鑽については、業務との関連性、制裁等の不利益の有無、上司
の指示の範囲を明確化する手続を講ずること。

例えば、医師が労働に該当しない研鑽を行う場合には、医師自らがその旨
を上司に申し出ることとし、当該申出を受けた上司は、当該申出をした医師と
の間において、当該申出のあった研鑽に関し、

・本来業務及び本来業務に不可欠な準備・後処理のいずれにも該当しない
こと

・当該研鑽を行わないことについて制裁等の不利益はないこと

・上司として当該研鑽を行うよう指示しておらず、かつ、当該研鑽を開始する
時点において本来業務及び本来業務に不可欠な準備・後処理は終了して
おり、本人はそれらの業務から離れてよいこと

について確認を行うことが考えられる。
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医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方

⑵ 医師の研鑽の労働時間該当性を明確化するための環境の
整備
上記⑴の手続について、その適切な運用を確保するため、次の措置を講ず
ることが望ましいものであること。

ア 労働に該当しない研鑽を行うために在院する医師については、権利とし

て労働から離れることを保障されている必要があるところ、診療体制には
含めず、突発的な必要性が生じた場合を除き、診療等の通常業務への従

事を指示しないことが求められる。また、労働に該当しない研鑽を行う場合
の取扱いとしては、院内に勤務場所とは別に、労働に該当しない研鑽を行
う場所を設けること、労働に該当しない研鑽を行う場合には、白衣を着用
せずに行うこととすること等により、通常勤務ではないことが外形的に明確
に見分けられる措置を講ずることが考えられること。手術・処置の見学等で
あって、研鑚の性質上、場所や服装が限定されるためにこのような対応が
困難な場合は、当該研鑚を行う医師が診療体制に含まれていないことにつ
いて明確化しておくこと。
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医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方

イ 医療機関ごとに、研鑽に対する考え方、労働に該当しない研鑽を行うた

めに所定労働時間外に在院する場合の手続、労働に該当しない研鑽を行
う場合には診療体制に含めない等の取扱いを明確化し、書面等に示すこ
と。

ウ 上記イで書面等に示したことを院内職員に周知すること。周知に際して

は、研鑽を行う医師の上司のみではなく、所定労働時間外に研鑽を行うこ
とが考えられる医師本人に対してもその内容を周知し、必要な手続の履行
を確保すること。また、診療体制に含めない取扱いを担保するため、医師

のみではなく、当該医療機関における他の職種も含めて、当該取扱い等を
周知すること。

エ 上記⑴の手続をとった場合には、医師本人からの申出への確認や当該

医師への指示の記録を保存すること。なお、記録の保存期間については、
労働基準法第109条において労働関係に関する重要書類を３年間保存す
ることとされていることも参考として定めること。
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医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方の留意事項

大学の附属病院等に勤務する医師の研鑽について

記の２⑴アの「新しい治療法や新薬についての勉強」や記の２⑵アの「学会や
外部の勉強会への参加・発表準備」、「論文執筆」をはじめ、同通達で「研鑽の具
体的内容」として掲げられている行為等を、一般的に本来業務として行っている。
このため、当該医師に関しては、同通達中の「診療等その本来業務」及び「診療
等の本来業務」の「等」に、本来業務として行う教育・研究が含まれるものである
こと。この場合の労働時間の考え方として、

当該医師が本来業務及び本来業務に不可欠な準備・後処理として教育・研
究を行う場合（例えば、大学の医学部等学生への講義、試験問題の作成・採点、
学生等が行う論文の作成・発表に対する指導、大学の入学試験や国家試験に
関する事務、これらに不可欠な準備・後処理など）については、所定労働時間内
であるか所定労働時間外であるかにかかわらず、当然に労働時間となること。

現に本来業務として行っている教育・研究と直接の関連性がある研鑽を、所
定労働時間内において、使用者に指示された勤務場所（院内等）において行う
場合については、当該研鑽に係る時間は、当然に労働時間となり、所定労働時
間外に上司の明示・黙示の指示により行う場合については、一般的に労働時間
に該当すること。
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※R6基監発0115第2号



使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
（労働基準法第15条第１項）

労働基準法第15条第１項
労働契約締結時（契約期間満了後、契約を更新する場合や、出向の場合も含まれる。）（※１）
※1 労働関係の継続中において労働条件の変更がなされた場合については、適用対象外

明示時点

（労働基準法施行規則第5条に基づく） ※下線の項目は書面明示を必要とする事項

①労働契約の期間に関する事項

②期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項

③就業の場所及び従事すべき業務に関する事項（※２）

④始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合

における就業転換に関する事項

⑤賃金（退職手当及びに⑧の賃金を除く。）の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇級に関する事項

⑥退職に関する事項（解雇の事由を含む。）

⑦退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項

⑧臨時に支払われる賃金（退職手当を除く。）賞与及び第８条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項

⑨労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項

⑩安全及び衛生に関する事項

⑪職業訓練に関する事項

⑫災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項

⑬表彰及び制裁に関する事項

⑭休職に関する事項

明示事項

①から⑥までの事項（昇給に関する事項を除く）については、労働者に対する書面の交付（※３）
（労働基準法施行規則第５条第３項・第４項） ※３ 労働者が希望した場合は、FAXや電子メール等による明示が可能

明示の方法

あり（30万円以下の罰金（労働基準法第120条））罰則

※２ 解釈例規（通達）において、「雇入れ直後の就
業の場所及び従事すべき業務を明示すれば足りるもの
であるが、将来の就業場所や従事させる業務を併せ網
羅的に明示することは差し支えない」としている。

（3）改正労基則第５条など

※現行



（3）改正労基則第５条など

労基則第５条
有期契約労働者

明示事項に
・「通算契約期間又は有期労働契約の更新回数の上限」を追加

【労基則第５条第１項第１号の２】
・「無期転換申込みに関する事項（申込権）及び無期転換後の労働条件」を追加

※無期転換申込権が発生する更新のタイミングごと 【労基則第５条第５項】
・上記の労基則第５条第５項の明示を書面交付事項に追加

※同上 【労基則第５条第６項】

・明示事項に就業場所・従事すべき業務の内容の「変更の範囲」を追加
【労基則第５条第１項第１号の３】

契約締結時と契約更新時点で書面交付の明示必要

すべての労働者



（3）改正労基則第５条など

雇止めに関する基準
有期契約労働者

明示事項に
・「更新上限を定める場合等の理由の説明」を追加

【雇止めに関する基準第１条】
・「無期転換後の労働条件に関する説明（均衡を考慮した事項）」を追加

【雇止めに関する基準第５条】

契約締結時と契約更新時点で明示必要



（3）改正労基則第５条など

新様式
２枚目

１枚目

すべての労働者
に関する項目

すべての労働者
に関する項目

有期契約労働者
に関する項目



（3）改正労基則第５条など

改正の注意点１
有期労働契約の更新上限がない場合も上限の有無を
明示しないといけないか?

問

答 更新上限がない場合は義務ではない
（ただし、書面等で明示することは労働契約関係の明
確化に資するため、新様式では更新上限がない場合に
その旨を明示する様式としている）

「無」の場合
義務ではない



（１）改正労基則第５条など

改正の注意点２
モデル労働条件通知書に追加された「就業規則を確認
できる場所や方法」は今回の労基則改正に基づくもの
か?

問

答 労基則の改正に基づくものではない（労基法第106
条・労基則第52条の２が改正されたわけではない）
令和５年10月12日付け基発1012第２号通達に基づく

労基則が改正され
たわけではない

あくまで通達!



・本来業務の終了後などに宿直や日直の勤務を行う場合、当該宿日直勤務が断続的な労働と認められる場合には、行政官庁の許可
を受けることにより、労働時間や休憩に関する規定は適用されないこととなる。

○断続的な宿日直とは

・断続的な宿日直の許可基準は以下のとおり。

１．勤務の態様
① 常態として、ほとんど労働をする必要のない勤務のみを認めるものであり、定時的巡視、緊急の文書又は電話の収受、
非常事態に備えての待機等を目的とするものに限って許可するものであること。

② 原則として、通常の労働の継続は許可しないこと。したがって始業又は終業時刻に密着した時間帯に、顧客からの電話の収受
又は盗難・火災防止を行うものについては、許可しないものであること。

２．宿日直手当
宿直勤務１回についての宿直手当又は日直勤務１回についての日直手当の最低額は、当該事業場において宿直又は日直の勤務

に就くことの予定されている同種の労働者に対して支払われている賃金の一人１日平均額の１／３以上であること。

３．宿日直の回数
許可の対象となる宿直又は日直の勤務回数については、宿直勤務については週１回、日直勤務については月１回を限度とすること。

ただし、当該事業場に勤務する18歳以上の者で法律上宿直又は日直を行いうるすべてのものに宿直又は日直をさせてもなお不足であ
り、かつ勤務の労働密度が薄い場合には、宿直又は日直業務の実態に応じて週１回を超える宿直、月１回を超える日直についても許
可して差し支えないこと。

４．その他
宿直勤務については、相当の睡眠設備の設置を条件とするものであること。

○断続的な宿日直の許可基準（一般的許可基準）※S22発基17号

断続的な宿日直の許可基準について
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（4）その他（宿日直許可申請等）



・医師等の宿日直勤務については、前記の一般的な許可基準に関して、より具体的な判断基準が示されており、以下の全てを満たす場
合には、許可を与えるよう取り扱うこととされている。

① 通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後のものであること。
（通常の勤務時間が終了していたとしても、通常の勤務態様が継続している間は宿日直の許可の対象にならない。）

② 宿日直中に従事する業務は、前述の一般の宿直業務以外には、特殊の措置を必要としない軽度の又は短時間の業務に限ること。
例えば以下の業務等をいう。
・ 医師が、少数の要注意患者の状態の変動に対応するため、問診等による診察等（軽度の処置を含む。以下同じ。）や、看護師等に対する指示、確
認を行うこと

・ 医師が、外来患者の来院が通常予定されない休日・夜間（例えば非輪番日など）において、少数の軽症の外来患者や、かかりつけ患者の状態の変動
に対応するため、問診等による診察等や、看護師等に対する指示、確認を行うこと

・ 看護職員が、外来患者の来院が通常予定されない休日・夜間（例えば非輪番日など）において、少数の軽症の外来患者や、かかりつけ患者の状態の
変動に対応するため、問診等を行うことや、医師に対する報告を行うこと

・ 看護職員が、病室の定時巡回、患者の状態の変動の医師への報告、少数の要注意患者の定時検脈、検温を行うこと

③ 宿直の場合は、夜間に十分睡眠がとり得ること。

④ 上記以外に、一般の宿日直許可の際の条件を満たしていること。

○断続的な宿日直の許可基準（医師、看護師等の場合）※R1基発0701第８号

・宿日直中に、通常と同態様の業務（例えば突発的な事故による応急患者の診療又は入院、患者の死亡、出産等への対応など）がまれにあ
り得るとしても、一般的には、常態としてほとんど労働することがない勤務と認められれば、宿日直の許可は可能である（宿直の場合には、夜
間に十分な睡眠が取り得るものであることも必要。）。

・なお、許可を受けた宿日直中に、「通常と同態様の業務」をまれに行った場合、その時間については、本来の賃金（割増賃金が必要な
場合は割増賃金も）を支払う必要がある。

○ 宿日直中に通常勤務と同態様の業務が生じてしまう場合

断続的な宿日直の許可基準について

※宿日直の許可は、所属診療科、職種、時間帯、業務の種類等を限って得ることも可能（深夜の時間帯のみ、病棟宿日直業務のみも可能）

※R1基発0701第８号で業務の例示を現代化

※R1基発0701第８号で取扱いを明記
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輪番日以外の日なども可能です



労働基準法では、常態としてほとんど労働することがなく、労働時間規制を適用しなくとも必ずしも労働者保護に欠け
ることのない宿直又は日直の勤務で断続的な業務（例えば、いわゆる「寝当直」に当たるような業務）については、労
働基準監督署⾧の許可を受けた場合に労働時間規制を適用除外とすることを定めています（宿日直許可）。
※１ 対象業務は、①通常の勤務時間から完全に解放された後のものであり、②宿日直中に従事する業務は、一般の宿日
直業務以外には、特殊な措置を必要としない軽度または短時間の業務に限ること、③一般の宿日直の許可の条件を満
たしていること、④宿直の場合は十分な睡眠がとりうること等の条件を満たしていることが必要です。

※２ 許可が与えられた場合でも、宿日直中に通常の勤務時間と同態様の業務に従事したときは、その時間について割増
賃金を支払う必要があります。

労働基準監督署に宿日直許可の申請を行ってから許可を受けるまでの流れは、おおむね以下のとおりです。
① 労働基準監督署に、申請書（様式第10号）（原本２部）及び添付書類を提出
→申請対象である宿日直の勤務実態が、上記※１の条件を満たしていることを書面上で確認します。
上記※１③の一般的な宿日直の許可の条件とは、「1.常態としてほとんど労働することがないこと、2.通常の労働
の継続ではないこと、3.宿日直手当額が同種の業務に従事する労働者の１人１日平均額の３分の１以上であること、
4.宿日直の回数が、原則として宿直は週１回、日直は月１回以内であること、5.宿直について相当の睡眠設備を設
置していること」を意味します。

② 労働基準監督官による実地調査
→宿日直業務に実際に従事する医師等へのヒアリングや、仮眠スペースの確認等を、原則として実地で行い、申請時
に提出された書類の内容が事実に即したものかの確認を行います。また、勤務実態の確認に必要な期間（個別の申
請ごとに異なりますが、おおよそ直近数ヶ月間）の勤務記録の提出を求められます。

③ ①②の結果、許可相当と認められた場合に宿日直許可がなされ、許可書が交付されます。

申請から宿日直許可までの流れ

医療機関における宿日直許可について ～制度概要・申請後の流れ～

医療機関の皆様へ（宿日直許可制度の御紹介）
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□ 対象労働者の労働条件通知書、雇用契約書の写し

□ 宿日直勤務に従事する労働者ごとの、一定期間（例えば１か月）の宿直または日直勤務の従事
回数がわかるもの（宿日直の当番表、シフト表など）

□ 宿日直勤務中に行われる業務が発生する頻度、当該業務の内容及び当該業務に従事した時
間について、一定期間の実績（または見込み）が分かる資料等（業務日誌等）

□ 対象労働者全員の給与一覧表（法３７条の割増賃金計算の基礎となる賃金）及び宿日直手当
額計算書

□ 対象労働者の給与一覧表の金額の疎明資料（賃金台帳（写）など）

□ 事業場等を巡回する業務がある場合は、巡回場所全体とその順路を示す図面等

□ 宿直の場合は宿泊設備の概要がわかるもの

（※これらは標準的な例であり、実務上は監督官が調査に必要な範囲で提出を依頼）

申請時に提出が必要な書類例

医療機関における宿日直許可について ～制度概要・申請後の流れ～

医療機関の皆様へ（宿日直許可制度の御紹介）
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■申請前に以下を御確認下さい

申請前チェックリスト

医療機関における宿日直許可 ～申請の前に～

医療機関の皆様へ（宿日直許可制度の御紹介）
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■一部の診療科のみ、一部の職種のみ、一部の時間帯のみの許可を申請することもできます。
■申請をするかどうか迷った場合など、都道府県の医療勤務環境改善支援センターに相談することができます。
なお、相談時に得た情報は支援のために使用するものであり、取締り目的で使用されません。

■宿日直許可を得ずに行う宿日直は通常の労働時間として取扱う必要があります。
■許可を得た宿日直業務中に通常の労働が発生した場合には、労働時間として取扱うことが必要です。

併せてこちらも、確認下さい

□申請を考えている宿日直中に従事する業務は、通常業務とは異なる、軽度又は短時間の業務である

□申請を考えている宿直業務は、夜間に十分な睡眠がとり得るものである

□ベッド・寝具など睡眠が可能な設備がある

□申請を考えている宿日直業務は、通常業務の延⾧ではなく、通常の勤務時間の拘束から完全に開放された後のものである

□始業・終業時刻に密着して行う短時間の業務態様ではない（4時間未満ではない）

□救急患者の診療等通常勤務と同態様の業務が発生することはあっても、稀である

□実際の宿日直勤務の状況が上記の通りであると医療機関内で認識が共有され、そのように運用されている（宿日直の
従事者の認識も同様である）



◎宿日直許可申請にあたっては、申請書に添付する資料も含め、所轄の労働基準監
督署にご相談ください。 44

欄内のスペースで書き切れない場合は、
欄には「別紙の通り」と記入し、別紙を添付することも可能です。


